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平成３０年３月２２日 

 佐賀県警察本部 

 

 

・ 警察が通帳やキャッシュカードを受け取りに来
ることは絶対にありません！ 

・ 暗証番号を絶対に教えてはいけません！ 

・ 不審な電話や訪問があれば、ただちに警察 

 に通報を！ 

 最近、佐賀県内で警察官を名乗る男から 
  「逮捕した詐欺グループの名簿にあなたの名前が載っ 
   ていた」 
  「あなたの口座が悪用されている」                           
    「キャッシュカードは持っていますか」  
などというニセ電話が連続発生しています。 
 実際、犯人が自宅までキャッシュカードを受け取りに来る
被害も発生しています。 

警察からのお願い 


